
所
得
税
及
び
復
興
特
別
所
得
税
の
確
定
申
告

及
び
町
県
民
税
の
申
告
の
時
期
と
な
り
ま
し

た
。
昨
年
１
年
間
に
所
得
の
あ
っ
た
方
は
、
そ

の
所
得
の
額
に
よ
っ
て
税
務
署
か
町
役
場
に
所

得
の
申
告
を
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
た
だ

し
、
会
社
等
へ
お
勤
め
の
給
与
所
得
の
み
を
有

す
る
方
で
、
会
社
等
で
年
末
調
整
を
さ
れ
た
方

や
そ
の
扶
養
家
族
と
な
っ
て
い
る
方
は
、
申
告

の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。（
な
お
、
被
扶
養
者

の
方
で
所
得
額
の
証
明
が
必
要
な
場
合
は
、
申

告
を
し
て
く
だ
さ
い
。）

町
県
民
税
（
国
民
健
康
保
険
税
）
に
係
る
申

告
書
に
つ
い
て
は
、
収
入
が
少
な
く
所
得
税
が

か
か
ら
な
い
方
、
仕
事
が
で
き
ず
所
得
が
無
い

方
も
申
告
を
し
て
い
た
だ
く
必
要
が
あ
り
ま
す

の
で
、役
場
税
務
課
へ
申
告
を
し
て
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
前
年
度
の
町
県
民
税
申
告
を
さ
れ
た
方

に
あ
ら
か
じ
め
申
告
書
を
送
付
し
ま
す
の
で
、

記
入
・
押
印
の
う
え
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

所
得
税
及
び
復
興
特
別
所
得
税
の
確
定
申
告

◆
期
間
（
土
日
祝
日
を
除
き
ま
す
）

２
月
16
日
（
月
）
〜
３
月
16
日
（
月
）

◆
場
所
：
湯
浅
税
務
署

町
県
民
税
（
国
民
健
康
保
険
税
）
申
告

◆
期
間
（
土
日
祝
日
を
除
き
ま
す
）

２
月
16
日
（
月
）
〜
３
月
16
日
（
月
）

◆
時
間
：
９
時
〜
17
時

◆
場
所
：
湯
浅
町
役
場
１
階　

税
務
課

確定申告書等は、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で作成できます！

画面の案内に従って、金額等を入力すれば税額等が自動
計算され、所得税及び復興特別所得税・消費税及び地方消
費税の確定申告書や青色申告決算書等を作成できます。
また、作成したデータは、プリンタで印刷して添付書類
とともに郵送等で提出できるほか、「e-Tax（国税電子申告・
納税システム）」を利用してインターネットで自宅や事務
所等から送信することができます。

国税庁ホームページ
http://www.nta.go.jp

確
定
申
告･

町
県
民
税
の
申
告
に
つ
い
て

税
務
課
直
通　

☎
６
４
・
１
１
０
６

①
対
象
者
と
な
る
方

（
平
成
27
年
１
月
１
日
〜
）

湯
浅
町
に
住
所
を
お
く
65
歳
以
上

で
、
次
の
す
べ
て
の
条
件
を
満
た
す
方

が
対
象
と
な
り
ま
す
。

○
町
税
な
ど
の
滞
納
が
な
い
方
。

○
自
力
で
入
浴
が
可
能
な
方
。ま
た
は
、

浴
場
利
用
時
に
必
ず
同
行
者
の
入
浴

介
助
が
可
能
な
方
。

○
飛
ま
つ
、
接
触
に
よ
っ
て
感
染
す
る

感
染
症
な
ど
の
持
病
の
な
い
方
。

○
心
臓
病
な
ど
の
持
病
が
原
因
で
、
入

浴
に
よ
っ
て
身
体
に
危
険
が
及
ば
な

い
方
。
ま
た
は
、
浴
場
利
用
時
に
必

ず
同
行
者
の
入
浴
介
助
が
可
能
な
方
。

②
ご
利
用
で
き
る
公
衆
浴
場

　
（
平
成
27
年
１
月
１
日
時
点
）

栖
原
温
泉
・
宝
栄
湯
・
布
袋
湯
・
二

の
丸
温
泉

③
入
浴
時
の
利
用
者
負
担
額
が
変
わ
り

ま
す
。　
（
平
成
27
年
４
月
１
日
〜
）

入
浴
料
の
半
額
を
補
助
（
補
助
上
限

額
１
５
０
円
）
と
な
り
ま
す
の
で
、
そ

れ
ぞ
れ
の
浴
場
の
入
浴
料
に
よ
っ
て
、

利
用
者
負
担
の
額
が
違
い
ま
す
。

（
例
）入

浴
料
１
０
０
円
の
公
衆
浴
場

　
　

 …
…
…

利
用
者
負
担
５
０
円

入
浴
料
２
５
０
円
の
公
衆
浴
場

　
　

 …
…

利
用
者
負
担
１
２
５
円

入
浴
料
３
０
０
円
の
公
衆
浴
場

　
　

 …
…

利
用
者
負
担
１
５
０
円

④
入
浴
カ
ー
ド
の
再
交
付
の
手
数
料

　
（
平
成
27
年
４
月
１
日
〜
）

　

前
回
の
交
付
か
ら
１
年
未
満
の
再
交

付
は
、
手
数
料
と
し
て
３
０
０
円
が
か

か
り
ま
す
。

⑤
公
衆
浴
場
で
、
浴
場
や
他
の
利
用
者

に
迷
惑
行
為
を
行
い
、
浴
場
か
ら
の

再
三
の
注
意
と
指
導
に
従
わ
な
い
場

合
や
、
入
浴
カ
ー
ド
を
第
三
者
に
不

正
に
貸
与
、
譲
渡
な
ど
を
行
っ
た
場

合
は
、
入
浴
カ
ー
ド
の
登
録
を
取
り

消
さ
れ
ま
す
。

※
新
規
に
入
浴
助
成
を
希
望
さ
れ
る
場

合
は
、
認
印
を
持
参
の
上
、
健
康
福

祉
課
ま
で
申
請
に
お
越
し
く
だ
さ

い
。

湯
浅
町
高
齢
者
公
衆
浴
場
入
浴
補
助

制
度
に
関
す
る
お
問
い
合
わ
せ
は
、

　

健
康
福
祉
課
福
祉
係

　
　
　
　
（
℡
６
４
・
１
１
２
０
）
ま
で

湯
浅
町
高
齢
者
公
衆
浴
場
入
浴
補
助
制
度
が
変
わ
り
ま
す
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